令和８年度高等学校等教育改革推進業務公募型プロポーザル
質問回答書

【７月８日受付分】
	番号
	質問事項
	回答

	1
	(1)再委託等の制限
イ 受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができるが、事前に県に対し書面にて、再委託の内容、再委託先(商号又は名称)、その他再委託先に対する監理方法等必要事項を協議しなければならない。

仕様書の上記内容について、
①事前に県へ協議依頼する書面の様式やひな型等はございますでしょうか。
②この手続きは「委託予定事業者として選定され、契約を締結する前（または締結後）」に行うものという理解でよろしいでしょうか。それとも、参加資格確認書類の提出時（7月13日必着）に併せて何らかの申請書類を提出する必要があるのでしょうか。
	①、②一括回答
再委託に関しては、委託契約締結後にお申し出いただきます。（協議方法、提出書類についても別途、お示しさせていただきます。）
よって、参加資格確認書類提出時に、再委託に関する書類を提出いただく必要はありません。
なお、業務実施に当たり、再委託を予定されている場合は、企画提案書等において、再委託を予定している業務内容及び再委託先について示していただくようお願いします。



